
2015年9月20日

福井県知事西川一誠殿

人権問題についての懇談会の申

貴職におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
常日頃より部落問題・人権問題に対して鋭意ご努力賜り深く敬意を表する次第であります

さて、今年は､~ 「同和対策審議会答申」が出されて50年になります。答申は
まさしく、わが国が同和問題解決の根幹を示したものであり、 50年に当たって
その成果と課題を明らかにしなければなりません。
福井県におきましても、今日に於いて答申がどれだけ具現化されたかについ

て、福井県とともに検証していきたいと存じます。
つきましては､~福井県に残された課題について、お互いの協力と努力によっ
てより良い方向を目指ざすために下記の日程で懇談会を開催したいと存じます。
公私とも、ご多忙の折とは存じますが宜しくお願いします。

~ 『 記

日時 2015年10月13日 （火）午後1時より

場所 福井県立図書学習センター［小浜市］

懇談内容は別紙 ‘

解放同盟県連出席者~ 30名

~

以上
■

~d

三
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浬蕊戯
.〈》準.;:I ,越詮識.･篭

2015年10月13日

部落解放同盟福井県連合会
－
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①人権教育･啓発推進法」には『地方公共団体の責務』が明記されており、県内市町においても人権施策推進に向け計画策定及び
~体制整備が義務付けられています｡全市町の2015年度の人権施策推進計画に基づく実施具体内容を公表されたい。併せて、現状をどう評価し、今後どのように指導されるのか､~県の考えを明らかにされたい。

②各市町からによる人権啓発・教育連絡協議会の設置目的・内容を明らかにされたい。

③県人権センター2014年度の活動内容や相談件数など実績を明らかにされたい。 （人権問題や同和問題について）

④学校（義務・高校)~における人権教育の内容（2015年度年間実施計画）を明らかにされたい。また人権教育の授業実践例、嶺北地域のものを示されたい（5～6事例）

－

①■■■の差別発言事件は､今日ま⑱人権教育.啓発等施策がほとんど取り組まれてこなかった結果である｡今後､市がこ
の問題の解決に向けて取り組むべき課題は多岐にわたる｡県I程強い指導性を発揮し､■連携を強め取り組まれたい。・学校での人権教育の充実

~ ．■人権啓発推進体制の確立

・企業内での人権啓発の推進 以上について具体的な取り組みを明らかにされたい。

②福井県及 取組みの経過を明らかにされたい｡ (H26年度年間実施報告H27年度年間計画の提出）

①平成26年度の不適切事象の件数並びに、それに伴う労働局など関係機関が行なう違反事業所への指導．啓発の内容について明り
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口

らかにされたい。 （公正採用指導員の活動内容含む）併せて分析結果を公表されたい。

②県内で公正採用選考人権啓発推進員を置いている企業数を明らかにされたい。

差別身元調査につながる戸籍等の不正取得を防止するための「本人通知制度」の実施は全国的に広がっている。福井県内自治体も積極的に取り組まれるよう県は指導されたい。

~~

７

県が27年度に実施予定されている人権意識調査内容、方法について明らかにされたい。併せて解放同盟との事前協議を実施されたい。

■■■整備はどうなっていますか。

区■■
－

~ ~
~~

、一

■■■■■■ 改良計画はどうなっていますか。
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策について。
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部落問題解決に向けた要求事項・回答
平成27年10月13

要求事項 回 答

1 「人権教育・啓発推進法」関係に
ついて

(地域福祉課、生涯学習・文化財課）

、

①「人権教育・啓発推進法」には
『地方公共団体の責務』が明記
されており、県内市町において

も人権施策推進に向け計画策定
及び体制整備が義務付けられて

います｡全市町の2015年度の人~

権施策推進計画に基づく実施具
体内容を公表されたい。併せて、
現状をどう評価し、今後どのよ

うに指導されるのか、県の考え
を明らかにされたい。

画に盛り込むよう指導してきた。

その結果今年4月に提出された各市町の「人権教育・啓発実施計画」では、全市町
において市町が主体となった同和問題の啓発に関する取組みが確認できた。

~今後とも、県・県教育委員会は市町等とも連携をとり、同和問題についての正しい理
解と認識を深めるための取組みを進めていく。
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’ ’要求事項 回 答

’ 1 「人権教育・啓発推進法」関係に
ついて

(地域福祉課）

②各市町からによる人権啓発・教育
連絡協議会の設置目的・内容を明
らかにされたい｡~

本県ではこれまで、

啓発連絡会において、

市町から提出された

る状況であった。

市町人権主管課長会議や各市町の人権担当者が集まる人権教育．
人権問題について協議・意見交換等を行ってきたが、昨年度の各
｢人権教育・啓発実施計画書」において、取組みに温度差が見られ

｜ 全ての市町において同和問題を含む人権教育・啓発を進めていくため、県が関与する
形での、市町の課長および県で構成する「福井県市町人権教育・啓発連絡協議会」 （会長：
県健康福祉部企画幹）を平成27年8月19日に設置し、福井地方法務局も参加した第
1回協議会を同日開催したところである。

協議会として、各市町の人権啓発等の情報交換、事例研究、研修、県と市町の共同事
業などを実施していく予定である。

提出資料1－2 「福井県市町人権教育． 啓発連絡協議会設置要綱」

’
~

1

’
守

守
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’ 要求事項 回 答

’「人権教育・啓発推進法」関係に
ついて

1 (地域福祉課）
､

~

③県人権センター2014年度の活動
内容や相談件数など実績を明ら

かにされたい。 （人権問題や同和
問題について）

~人権センターは、人権相談に関する総合窓口として、県民からの人権相談に応じるほ
か、職員が講師となり、県民、企業等に対する人権教育・啓発を推進している。
具体的な活動内容については、次のとおりである。

一／

､

（1）人権相談事業

相談員による一般相談、弁護士による特別相談､嶺南地域への移動相談 ~
・一般相談開館日は、毎日実施

相談件数 160件 うち、同和関係 0件
．特別相談毎月第3木曜日 13:00～16:00 ~ ~

~ 相談件数 14件

■移動相談偶数月第2金耀?件■■■■■■’3:00~畑:00相談件数

奇数月第3金曜?件■■■13:00~16:00相談件数

~

（2）人権意識の普及啓発・研修における講師派遣回数
民間企業等~ ’ ~16回（受講者 986人）
自治研修所、市町、学校関係~ ~ 18回（受講者1， 166人）

うち、同和問題含む民間企業等7回自治研等11回

恥

| <3'騨麓賃“
’

61件DVD・VHS計120本（内同和関係1~2本）
書籍11冊（内同和関係5冊）
パネル12枚（同和を含む）

~

勺
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要求・事項 回 答

ロ

1 ~｢人権教育・啓発推進法」関係に
ついて

(高校教育課、義務教育課）

県内の小・中学校および公立高校ならびに特別支援学校では、スクールプランの中に
人権教育を重要な柱として位置づけている。人権教育全体計画および推進計画をはじめ、
人権教育年間指導計画に基づいて、各教科、道徳、特別活動等を中心に学習を進めてい
る。教科では社会科を中心に、身分制度の廃止ならびに解放令の布告から全国水平社の
結成に至る経緯を学習している。道徳では様々な人権教材を題材に、 自分の考え方を深
めるとともに正義の大切さを考え、差別や偏見に対しての実践力を養う学習を進めてい
る。特別活動では、学級づくりや人権週間を中心に体験活動や日常生活の振り返り等を
行い､ ~人権感覚を高めている。

④学校（義務・高校）における人権
教育の内容(2015年度年間実施
計画）を明らかにされたい。また

人権教育の授業実践例､ ~嶺北地域
のものを示されたい。 （5～6事例）

’

’
I

高校では、現代社会や政治経済をはじめ、国語、英語、家庭科、情報科等の授業には
人権問題を題材とした教材があり、 これらの学習を通して知的理解を深めている。また、
ホームルーム活動や学校行事等における集団活動全般を通して人権感覚を酒養してい
る。

本県では、いじめ問題への対応について、 「福井県いじめ防止基本方針」を策定し、す
べての学校では「学校いじめ防止基本方針」を定め取り組んでいる。
今回､~岩手県のいじめによって自殺した事件を受け、いじめ問題に対する組織的な対応
について再確認し、校長のリーダーシップのもと職員間の緊密な情報交換や共通理解を
図り、一致協力していじめ問題に対応する体制で臨むことをはじめ、 「いじめ対応サポー
ト班」を編成し、学校全体で組織的に対応することで、いじめの未然防止、早期発見、
早期対応について周知徹底し、取り組んでいる。 ~

’

’ 提出資料2－1

提出資料2－2
｢人権教育年間指導計画」
｢人権教育授業実践例」’
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要求事項 回 答

2■■■&おける差別事件について

鰯罵巽施茎
①

がほとんど取り組まれてこなか

難
った

問題

課題

~ い指

め取り組まれたい。

(地域福祉課、義務教育課、高校教育課）

は

統的・計画的に

簿
し、研究指定校

者とし、高い規

の人権週間では

を一斉に展開し

る°

･学校での人権教育の充実
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･企業内での人権啓発の推進

県

う

が

、

よ

』

で

る

部

ま

す

本

れ

備

進

こ

整

推

は

を

策

県

制

施

、

体

権

ら

進

か

推

と

に

こ

急

い

早

な

、

で

し

日

る

分

示

６

す

十

て

月

催

は

し

Ｏ

開

て

と

１

に

い

例

年

日

つ

体

７

９

に

具

２

２

制

を

成

月

体

町

平

０

進

市

、

１

推

の

果

を

策

内

結

議

施

県

の

会

権

や

そ

の

人

部

。

回

の

本

~

た

１

内

進
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第

照

以上について具体的な取り組みを明

らかにされたい。 ．

｡

企業も対象にした同和問題に関する啓発としては

所と共催で「公正採用選考人権啓発推進員研修会｣、
権教育・啓発講師および事業所人権啓発責任者研修督 鮮

定
人

■県としても、引き続き、関係機関と連携し
~いきたい。 ~

ご対し人権啓発の取組みを指導して

~
5
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要求事項 回 答

2屋おける差別事件について

競羅烈珊葦鱗
実施報告H27年度年間計画の提出）

(地域福祉課）

映罐県 輔苦 獺鱒雛艤擢慧駕
発責任者研修会」 （平成27年3月19日）を開催した。 ~

’

今年度は、同和問題について「人権啓発講演と映画の会｣~において菱山先生による「人
権認識の深化と同和問題の解決をめざして」と題した講演会を平成27年10月7日に
誕僅室LL塗蕊貢.啓誰瀞やよび響所人権啓籟荏著蔬僅『も玉成弱牟鵡
に実施する予定である｡ (いずれ ）

謹
; ; 篝扉簿鋪驫縦難寺撫
今年度においては、昨年度の同和関係
約100人を対象として計画するととも
啓発に関するチラシを配布したところで

提出資料3－1

「平成26年度福井県人権教育・層
~ 「平成27年度福井県人権教育・理
提出資料3－2

厩羅躍鱗:：

福井県人権教育・啓

権教育・啓

一
》

権研修会」 ｜

、 9月4日、

発実績報告書」
福井県人権教育・啓発実施計画書」

発実績報告書」
権教育・啓発実施計画書」

ｰ
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要求事項 回 答

3 公正採用問題について （労働政策課）

採用面接等において不適切な事象があったと平成26年度に報告があった件数は81
件で、前年度に比べて27件減少（▲､25． 0％）している。
また、該当する事業所も61事業所と、前年度に比べ18事業所減少（▲22． 8％）

している。

①平成26年度の不適切事象の件数

並びに、それに伴う労働局など関

係機関が行なう違反事業所への指

導・啓発の内容について明らかに

されたい。 （公正採用指導員の活動

内容含む）併せて分析結果を公表

されたい。

県では企業向け啓発用のリーフレットを作成し､~合同企業説明会や人権教育指導者研
修会等において事業所の人事担当者に配布し、公正な採用選考を行うよう要請している。
さらに、昨年度から開催している企業の採用担当者向け採用力向上研修会において公

正採用選考に関するセミナーをあわせて実施するとともに、大学等新卒予定者向けの合
同就職面接会においても、今年度から、面接会に先立って企業の採用担当者に対し公正
採用選考に関するセミナーを実施している。②県内で公正採用選考人権啓発推進

員を置いている企業数を明らかに

されたい。

一方、 「公正採用選考関係機関連絡会議｣~に福井労働局の担当職員にも参加いただき、
不適切事象があったと高校生から指摘があった企業に対する確認や指導、啓発を依頼し
ている。

~

、福井労働局では、管轄するハローワークが違反事業所を戸別訪問し、公正な採用選考
を行うよう指導・啓発しており、特に質問が多い「家族の状況」について、重点的に改
善指導を行っている6

福井労働局管内で公正採用選考人権啓発推進員を設置しているのは、福井労働局の調
べによると、 1， 487事業所である。 ‐ ~ ~

~

(高校教育課）

平成24年度から教育委員会主導で公正採用選考問題に取り組んでいる。今年度も、
教育委員会は、各ハローワークを通じて、各事業所に公正採用選考啓発リーフレットと
教育委員会が作成した公正採用選考依頼文書を配布し、公正採用選考の周知と依頼を行
った。

また、 これまで同様、採用試験を受けた生徒全員から 「公正採用選考に係る受験報告
書」を回収し、集計したものを「公正採用選考関係機関連絡会議」に提出する。 これに
より、不適切な事項を把握していく。
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公正採用調査の分析結果

~~ 2 事業所數
匝亙．1
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要求事項
回 答

4身元調査問題について （市町振興課）

~人権尊重の観点からの住民票の写し等の取扱いの重要性については十分認識している。

住民票の写し等の交付制度においては、平成20年施行の法改正により､ ~交付請求で
きる場合が限定されるとともに、なりすまし等を防止するため､ ~住民票の写し等を交付
する際の本人確認も厳格化される等､個人情報保護に十分留意した新たな制度となった
ものであり、市町においては、本制度の適正な運用が求められている。 ~
本人通知制度については、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による人権

侵害を防止する上で有効であると考える。 ~

その一方で、市町からは、 この制度の課題として､~事務負担の増加の問題のほか、弁
護士など第三者の正当な権利行使の妨害につながるおそれがあるといった意見もいただいている。

差別身元調査につながる戸籍等の不
正取得を防止するための「本人通知制
度」の実施は全国的に広がっている。
福井県内自治体も積極的に取り組まれ
るよう県は指導されたい。

このため、本来であれば、国においてこうした課題をクリアにした上で、制度の法制
化など必要な措置を講じるべきと考えるが、現時点では何も措置されていないため、本
人通知制度の実施については､最終的には各市町の裁量によるものと言わざるを得ない。
そこで､~市町の理解を深めるため、県としては、平成27年7月に

轤雲驍籠 難鴬撫度鱈隠縦経
び現在の運用について説明いただくとともに、その際県からも市町に対して改めて検討をお願いしたところである。ﾝ" '一~~＝' '』 'ｰ~=γ‐～口兀'ﾂｺv』/L/g､ここlf)に、その際、県からも市町に対して改めて検をお願いしたところである。

今後とも、市町に対して、先進事例の紹介等、適宜必要な助言を行っていく｡~

’
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要求事項 回 答
~

5 人権意識調査の実施について (地域福祉課）

県が27年度に実施予定されている

人権意識調査内容.、方法について明ら
かにされたい。併せて解放同盟との事
前協議を実施されたい。

人権意識調査については、 「人権問題に関する県民意識調査」として、平成20年度の
本県の調査を基本に、国の調査項目（平成24年度「人権擁護に関する世論調査｣）との
整合性を図った県民意識調査を実施し、今後の人権施策推進の基礎資料とする｡ ~

調査内容等については、福井県人権施策推進審議会のご意見を伺った。

1 調査概要

~ ・調査対象 ~平成27年10月1日現在で満20歳以上の県民2， 500名
L書~ ・調査地域~ 県内全域

・抽出方法 住民基本台帳による無作為抽出
・目標標本数 1， 500名以上

？調査時期 ~ ~平成27年10月下旬～11月上旬の約2週間
・調査方法~ 郵送による無記名調査票の配布・回収

｜
’

2調査項目

~ ・設問 23項目

うち同和関係 3項目 （4問） ＊平成20年度と同じ
~ ・はじめて知ったきっかけ（家族、学校、職場など）
・同和問題に関しどのような人権侵害が起きていると思うか
・同和地区の人との結婚への対応（自身として、親として）

属性 4項目（年代、性別、地域、職業）
’
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要求事項

’
回

穴

答

6■－■隣廃事業について (土木部、嶺南振興局）

照く

し

近

始

ら

開

、

~

度

は

年

て

８

ｊ↓

１

つ

成

一

》

の

る

。

側

あ

た

痔

る

リ

か。

11



ノ～~卜

要求事項 回 答

7 (土木部、嶺南振興局）
早期着工について早期着工につい￥

交差角が約30．と鋭角なため
入る右折レーンが無いなど交

良計画はどうなっていますか。
ー

との交差点計画協議を進めて
いる。国との協議を終えた後事業化に向けた手続きを進めていく。~ ~~~~

Iﾉ

~
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~~

要求事項 回 答

８
及

(土木部、嶺南振興局）

~ 撤去など
~冬季波浪等の波の影響による上記一
連の対応と、根本原因である冬季波浪
対策について。 ~

力し、
等の対策を実施している。

平成26～27年度にかけて、

うなど、原因究明のための調査を
していく。

観測してデータ分析を行
必要な対策について検討

ついては､■■■■■踏まえて対応している｡今後
応していきたい。 ~

6

、

| ：

’
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J1

平成27年度部落解放同盟との懇談会議事録

日時平成27年10月13日（火) 13時～15時50分
場所若狭図書学習センター講堂

【出席者】

(福井県連合会）

(中央本部）

(■■連合会）
(県）

~~

山内健康福祉部長他

(司会: ~

それでは、時間も時間なので始めたいと思います｡皆さんお忙しいところ、
県の方、それから同盟の支部の方、皆さん集まっていただきありがとうござい
ます。今日は、忌樟のない意見をみなさん出し合いまして、同和に関係する諸
問題をいろいろ検討していってもらいたいと思います。まず最初に、自己紹介
を前列の方のみお願いしたいと思います。

●

○自己紹介団体:■■■■■■■■■■■■■■■■
県 ：県連提出名簿登載者（管理職)前2列のみ

『 9 ＆

(司会）

それでは､部落解放同盟ﾛ■■■ご挨拶をお願いいたします。

(■■■■■ 脈？

溌 ‘
~ 非常に忙しい中、先だ

懇談させてもらいました

ます。感謝しております。しかし、短時間でありましたけれども、実のある話
ができましたことを厚く御礼申し上げます。

今日は､中央本部の方か はじめ､たくさんの方に来ていただき
ました。遠路、我々のこの交渉に何をおいても駆けつけてくれたことを厚く御
礼申し上げます。支部の皆さんにも､今日はえらく多いなと思うくらい来てく
れた。あちらの方は月給をもらってきている。だから、回答にしっかり答え
てもらう責任がある。一方、 こちらの方は身銭を切って、民宿の方は4時ごろ

1



、

まで忙しい。あとの方は、それぞれ仕事があって来てくれているわけや。だか

ら､~非常にそれだけ熱意があるということをわしは評価するし、そしてやっぱ

りこうして来ていただけないと、ずっと長くこの交渉をやってきていますけれ

ども､~~毎回やっぱり少しずつ進んできていることは間違いない。これはやっぱ

り皆さんがいるからなんですわ。 これは、私たち前列のものだけではできませ

ん。皆さんが来ていただくことによって、一歩一歩前進していくと、そのこと

が県の同和行政、そして人権行政を少しずつ少しずつ前進していく力となる。

そういうことから言うと、万難を排して来てくれたことを本当にうれしく思い

ますよ。また、中にはやっぱり忙しくて来たくても来られない方もおります。

そういうことも考えますと、やっぱりこれだけの方が来てくれたということは、

やっぱり私たちの課題を解決しようとする決意の表れだと、それを今日は県の
方へ反映させていきたいと思います。

さて、先も申し上げましたように同対審答申が出されて50年ということで

ね。今、全国的に取り組んでおります。後ほど､~中央の方から話があると思い

ますけれども、福井県もやっぱり50年にあたってできたところ、まだ課題が

あるところ、そういうものを・ ・ ・しっかり管理していく節目でありますから、

今日の交渉、懇談会の中でもやっぱりそのことを踏まえて前進した回答をいた
だけるものと思っております。

しかし、何事も継続していかないと成り立たない。それはみなさん十分・ ・ ・、

私どもも執勘にこの交渉に臨んでいるわけです｡~そういうことを踏まえて、今

後の課題をどういうふうに解決するか。そういうことをお互いに忌憧のない話

の中で、詰めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ﾛ 仏

(司会） ~

それでは、福井県側代表者の方お願いいたします。

（山内健康福祉部長）

皆さんご苦労様でございます。福井県の健康福祉部長をしております山内と

申します。県を代表しまして、一言ご挨拶申し上げたいと思います。本日は部

落解放同盟福井県連合 はじめ､多くの会員の方にご出席賜りま

して、ありがとうございます。また、本部の方からも多数の執行委員のみなさ

まご来県いただきまして、ようこそ福井県においでくださいました。

皆様には日頃より本県におきます同和行政の推進につきまして、格別のご理

解、ご協力をいただいておりますことに、 この場をお借りしまして、改めて御

礼申し上げたいと思います｡ 』らもお話しがありましたように､本

年は同対審の答申が出て50周年の節目の年ということで、 この9月の2日に

2



1。

はじめ､県迦方から}■＝来られました。
中央本塾2譜‘ 今日も亜扇』ただし完雨謁

もご出席を賜りまして､西川知事の方へ要望書を提出していただき
ました｡知事の方からばや台後とも信頼関係を築きながら様々な観点から差別

薙篭薑欝癬
の

受

きました。市町･~企業・各種団体とともに「人権教育指導者研修会｣、あるいは
「人権啓発講演と映画の会」などといった研修会、あるいは県民の方々多数ご
参加いただいての人権啓発のフェスティバル等に取り組んでいるところでござ
います。

~……言……■■、
での同和問題に 差別発言事象が発生するといったことで、いまだに社会
にひそむ差別意 消されていないと認識をしているところでございます。
本日の懇談会で れぞれいただきました議題に対しまして、わが健康福祉
部をはじめ、関係所属の出席者の方から回答させていただきます。本日の懇談
がですね、実り多きものになりますようによろしくお願いいたしまして、簡単
ではございますがご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

（司会）

どうもありがとうございました｡_ざそilrは､本題に移っていきたいのですけ
れども､それでは解放同盟 ■方から一括の提案をさせていただ
きま茸｡その後面’つ1つ順番に’から回答の方をよろしくお願いいたしま
す｡~ いします。

■■ ‐ ■■
要求項目読み上げ（1～8）

(1①②③､~ 2①②、 5 向出地域福祉課長、 ~

1④、 2①、 3①~北教育庁企画幹、 3①②吉田労働政策課長、
4尾形市町振興課長､~ 6， 7， 8宮下小浜土木事務所長）
回答読み上げ（1～8） （座って説明）

1 「人権教育・啓発推進法」関係について
ｰ
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(地域福祉課、生涯学習・文化財課）

（司会）

どうもありがとうございました。いろんな担当者の方から回答いただきまし
た。福井県知事さんが頑張ってやるということを皆さん理解して、回答してい
ただけたのか、 こちら側としてはまだ物足りない部分もあるかと思いますので、
皆さん解放同盟の方、ご質問や指摘したいところがあったら、よろしくお願い
します。

~ I■■■■
~ 人権教育啓発の部分を聞きました。 この前では、同和問題を扱ったのが少な
くて、県．市町村にそれを入れていくという回答だったと思います。 しかし、
ずっと見ていくと､■■見ていくと､資料の27年度市町事業実施計画
資料の,－，ですな｡ これを見ていくと■んかはね｡人権意識の普及と
書いてありますけれども、中身がそれに合っているかどうかということが気が
付きます。例えば、同和問題を含む人権全般と新採用職員､~これを見ておりま
すと、次のページの新任課長の28人、 これも中に同和問題が入っているのか
なぁと思うんだけれども、それからみんな人権意識の普及となっているんだけ
れども、中身を見るとね、なんかちょっと違和感があるような感じがしますわ
な｡例えば、 8番の人権意識の普及と書いてあるんだけれども、中身は「薬に
頼らず健康に暮らす方法｣、 これ講演の題名なので、 これで果たして人権意識が
深まる話になっているんかなぁと。広い意味ではこれも人権意識なのかもしれ
ないけれども、 もう少し焦点を当てたものにならないのかと思いますね。
それから、 9番目の人権の花運動、 これはどこでもやっているんですけれど
も、これも決してプラスにならないわけじゃないけれども、ただ単にこういう
ふうなものだけで雰囲気だけ作っていくというものだけじや弱いと思う。それ
を裏付けるきちっとした研修をなされないとどうかと思います｡ ~ 、 、

それからあとね。男女共同参画社会がずっと出てきますよね。ずつー~と続け
て出てきている。 これは重要だと思いますけれども、 しかし、そこの中の話に
本当に差別問題がきっちり押えられていっているのかと。男が女を差別すると。
そこのところのことをきちっと押さえていっているんかというふうに思うんで
す。単に男女共同参画社会と並べていけば、人権問題だろうとこういうことで
やられたんでは、やっぱりもう少し差別についての突っ込んだ内容でないとい
けないと思います。

そういうのがずっとあるんですけれども､例えば､■■■それなりに
頑張っていると思うんですけれども、あとは同和問題と書いてあるだけで、 ど
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~

こにそれがあるか分からないです。それと全体を見ていると、講師を同じ人を
ずっと使われているので、私は中身を聞いたことがないので、どういう話か分
からないんですけれども、 ~これもどうかと思うんです。いろんなバラエティの
ある人権の話を扱っていくのがいいんではないかと思うんですね。みんな右に
倣えというんじや、それぞれの市町の独自性というものが無いように感じる。
そういうことがちょっと気になりました。

■｜■
0より少しずつ進歩しているというふうに僕は思うんですけれでも、今も委

員長の方から指摘ありましたけれども､福井県の場合､■ことばっかり
言うて悪いやけれども、ページの最初にあるからね。要するに、部落問題を含
む人権全般とか、同和問題とか、 さっきから言うてるように人権問題と人権意
識の普及とかいろいろあるんやけれども、要するに何をしたんかと言うと、パ
ンフレットを配ったと書いてある。 これは他の市町村もチラシ配ったとか、 し
おりとかに~・ ・ ・とかいう話があったりね。はたしてそれで同和問題の普及を、
いわゆる意識をかえすための作業ですってね。本当にそれでいいのかというふ
うに思うわけですよ。悪いとは言ってないですよ。悪いとは言わへんのですけ
れども、 じゃあパンフレット配るだけでいいのってね。

じゃあ、教育現場でしっかりとした知識や教育を子どもたちに身につけさせ
ようと思ったらね、パンフレット配って､これ読んどけとでは済まんのやって｡~
そうでしよ。そのようなところがうちの委員長が言うところやと思うんやって。
同和問題のパンフレットを配ったから、同和問題に取り組んでいますという表
示になっているに過ぎないのではないかと。 ~

やっぱりこう、我々今年、同対審答申50年ということで要請をさせていた
だきました。これは別に50年目の記念ということではなくてね。しっかりと
その50年間を振り返っていくということがあるわけですよ。そして、差別が
ある限り、行政の責任で差別をなくすんだということを再確認している。特に
その差別と言うのはですね、 50年前も今も変わらへん。事実とか実態とかい
うものをしっかり踏まえてですね、そしてその上に立った取組みなり、啓発な
り、教育をやっていこうというのが当たり前のことなのでね、そういう意味で
は､ ~パンフレット配旦ましたというだけでいいのかということなんですけれど
も､ どうですか｡■らあったことも含めて。

（向出地域福祉課長）

ご指摘につきましては、市町の取組みにはそういう同和関係の啓発が書いて
あるけれども、中身は果たしてどうなのかということだと思います。ご指摘の
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､

とおり、これをやった､これだけが同和の対応だけじゃないと思っていますし、
そういう具体的な対象にどういうふうに伝えていくかということも大事だと思
っておりますので、 これは何と言いますか、今後も継続していくことだと思っ
ておりますので、引き続き市町に対してですね、いろんな意見交換する中で、
また指導していきたいと考えております｡ ~

（山内健康福祉部長） ~

今､ ~一つしやっていただきましたけれども､私も昨年来てですね、
どうしても、どう変わっているだろうと思って見るので、昨年同和関係のこと
を一切やっていないところもある中で0よりはというところで、厳しいお話し
ではありますが、 とにかく絶対やらなあかんということを指導というか、助言
のメインのような形で対応させていた

も、今ご指摘のとおり、 1つ1つの中

のになるかということを中身も含めて、

それで、説明の中で言いましだけ詞それで、説明の中で言いましたけれ

けれど

良いも

｡ます。

I

ども、協議会、ご指導いただいて今年、
市町の会を作りましたので、そういった中でもですね、 こういったことについ
て、ある程度中身に踏み込んだ形で助言していって、 これから取り組んでいき
たいと思います。 ~

（■■■■■

こちらから見るとね6県から言われてやむを得ずやっているんかなというレ
ベルに思えてならない。それはね、結局、同和問題というのは難しいというこ
とがどうしても頭にあるんではないかなと思うんです。それはやっぱり理解し
ていないから、そう思うんであって、それはどの市町村であっても、同和問題
の認識が低いとそうなるわな。難しいし、やりにくいしとつい中身をあいまい
にして、表だけ同和問題を扱っているという話ではならない。

あらゆる差別の中でも部落問題を抜きにして、他の差別が十分理解できるは
ずがない。私たちは部落問題をしっかりやれば、他の差別も十分理解している
と思うんやけれども、肝心なところを避けて、避けてという意識が今までずっ
と続いているんやから、 この際中身をしっかりとしたもんにしていくといった
方向にしていかんと、名前だけ人権とつければいいんやという話になるんやで、
人を馬鹿にした話ではあるわ。部長さん、そのへんを少しね、やっぱり市町の
実務者の頭を書き換えてもらわなあかん。 ~

そして第一にな、やっぱりいろんな先生を呼ぶのもいいが、福井県の部落問
題の差別を話す人を呼んでもいいんじゃないか。まるでこれじゃあ、福井県に
対して、部落問題の差別がないような感じで聞き取ってきてるんじゃないんか。
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どうよ、それについて。
［．

（山内健康福祉部長）

市町の直接の取組みの中では、 まだまだ薄いというのが-－］のご指摘のと
おりだと思います。我々県としましてはですね、同和問題を正面に捉えた研修
は、県の方は教育委員会とやらしていただいるんですけれども、その中で市町
も引き込んで聞いていただけるような形でやってきたんですけれども、今後は
やつと全部一応はということろまでなんで、中身のあるものということで、引
き締めたいと思っているところでありますし、今回50年での要望にもありま
したようにある程度、我々としては権限を持つ側として、我々公務員という面
ではしっかりせなあかんということでは、特に市町の職員の・ ・ ・なり、課長
なりの節目節目の研修のときには、そういった面では少なくとも、少なくとも
と言ったら怒られますけれども、 しっかりと本県の課題ということで捉えて、
しっかりと研修できるようにそこはしっかりと押えなあかんなと思いますし、
他のことにつきましても、より内容が深まるように頑張りたいと思います。

■■■■■ ~ 『~
先ほ一方から話があったと思うんやけれども､今年は答申50年
の年、それから部落地名総鑑が発覚して40年ですよね。少なくとも今日来て
もらっている皆さん方は、同和対策審議会答申というのは読まれて理解されて
いるという前提でよろしいんですね。若い職員さんもいらっしゃるけれども、
若い職員さんで同和対策審議会答申って読んだことあります。目おうた人。あ
んた。読んだことある。三列目の若い方。まだ50年前だったら、小学校行っ
てないでしよ。県庁入られてから、同和対策審議会答申を読まれたことありま・
す。ないでしよ。

冊子自体が各課にないと違いますか。

実はやっぱりここが大事なんですよ。実はここに書いてある人権教育．啓発
推進法って、ある日突然出てきたわけではないんでしよ。同和対策審議会答申
が今から50年前に出て、その4年後に同和対策事業特別措置法ができて、そ
して、様々な住環境整備が進められてくる。当然私どもの部落解放運動も、全
国大行進とかやりながら組織の拡大が進められていくわけでしよ。
そういう経過の中で、 33年間で言うたら特別措置法から新たな一般対策に
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移行していく中で、人権擁護施策推進法というのができて、そしてその審議会
が出て、第一次答申で出てきているわけでしよ。ずっと同和対策審議会答申か
ら部落問題の解決、そして部落問題をはじめ様々な人権問題の解決していくと
いう流れの中で、人権教育・啓発推進法というのはできているわけですから、
少なくとも県の職員さんが同和対策審議会答申とは何なのか。そこで、部落問
題・同和問題とは何なのか理解してもらわないと、その中で同和対策審議会答~
申の中でいろんな指摘をなされているんだけれども、その指摘が同和問題だけ
じゃなくて様々な人権問題にも生きているわけでしよ。そういうことをもう1
回この機会に私は少なくとも県の主催で同和対策審議会答申から学ぶという研
修会なり、学習会を計画してください｡

それと部落地名総鑑､ これを買った企業1－1るんでしよ｡■
にもいるんですよ｡部落地名総鑑購入企業は｡ いるんですよ｡そう

二二壽諄i諜誕てし}ゑん君はないかと｡なんか部落地名総鑑事件は､■
届司題魯問題で､回購入企業というのがあるということをもう，
回悪いんやけれども、さっきの若い職員さん知ってます。部落地名総鑑差別事
件って、知ってます。どんな事件ですか。部落地名総鑑差別事件って、どんな
事件ですか。 ~

（藤井~地域福祉課主査）

被差別部落をまとめた部落地名総鑑なるものが全国に出回ってしまって、そ
れを購入する企業が現れ、それが問題になった事件です。

~ ~
どれぐらい買ったと思う。だいたいでいいけど。私も何社って知らんので。
1社2社とかそんなんじゃないんですよ。あるいはもっと言ったら、買って私
らの先輩は地名総鑑差別事件が発覚したときに、当時､当事者運動の中で不買
運動というのがあったので、不買運動をやろうかと思ったんやけれども、不買
運動をやったら私たちの生活が成り立たないという6例えば、 この電気、関西
電力でしよ。関電も買っている。打ち上げで、ビール飲もうと思って、キリン
ビールも買ってるし、菊正宗も買っている。車乗ろうと思ったら、 トヨタの車
乗れんし｡ｽｽｷの車乗れんしやれ｡マツダの車も乗れんし､活動できんわけ
や。つまり、 日本の主要

そういうことを含めて

私はやっぱり県としてね

あるいは部落地名総鑑事

もらう人たち。部長らは

、

］
、

樗に件、

ザ判政、

／

今の若い世代の人たち、具体的に仕事をして

断をする。具体的な実務をやるのは、彼みた

／
8
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いな若い世代です。そういう若い世代が同和対策審議会答申を読んだこともな
い。あるいは部落地名総鑑事件っていうのがだいたいこんなんだというふうに
しか思っていない。

そういう意味では、県がそこでもう1回、答申50年、部落地名総鑑発覚4
0年というこの節目の年で、 しっかりそこについてもう1回学習する機会を作
っていただきたいということと、あとは今具体的に起きている差別事件からど
う学んでいくかという点が、決定的に市町村も含め、県も含め欠落しているの
ではないか。そういう意味では、答申の中でも言うているように客観的事実と
して部落差別は存在していると。やっぱり客観的な事実の中で、今どんな差別
が起きているのかと、県内で、あるいは近畿でと。そこをしっかり踏まえても
らって､それを啓発に生かしてもらわないと｡なんか名前だけ同和問題やけど、
実際は中身のない同和問題になってしまうんじゃないか。客観的な事実として
の差別の実態というのをしっかりと位置付けて研修してもらえたらと思います。
部長、そこらへんどう思います。

（山内健康福祉部長）

やり方はいろいろあるかとは思いますけれども、我々も職員の研修があって
そこでとどまって広がっていないということでは、読んだことがないという職
員も確かにいようかと思いますので、そういったことは受けた研修から広げる
方法もあるかと思います。いろんな方法で検討したいと思います。

■■■■■
方法じゃなくて中身。今年はちょうど答申50年やから。

（山内健康福祉部長）

そういう意味では､ーんおつしやたように記念の年と言ったら怒られ
るんですけれども、 ~50年という節目にそういった答申の内容を振り返るとい
う機会を作っていくんで。

－■ﾛ■■■■
単発ということ。シリーズで。ずっと見てたらね。どれが同和問題か、 これ

を今から先何年やるかという話ですわ。いわゆる50年経ったわけでしよ。部
落問題が日本の国の中で、いわゆる国の責務や国民的課題やと言われるように
なって50，年経ったんですよ。 50年経って、 これ各市町村で研修内容見てま

すと､県もそうですけど､靴の上から足言涙いるみたいなね｡焦点化されて
ないんですよ。

杁
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さっき1■■言われているように､ もうちょっと焦点化して、 しっかりシ
リーズで、部落問題とは何なんやというのをこういうことを市民に分かるよう

な啓発するとかね。あるいは市民の前に職員が知っていないということであれ

ば、それをしっかり研修をやるとかね。単発でどれが同和問題か分からんよう

なそんなふわ－としたもんではなくて、 しっかりと焦点化して、シリーズ化し

た同和問題を中心にしながら、 1回研修を組み立ててもらったらいかがですか。

これ、できたら全ての市町村で取り組んでもらえるような企画立案を県で、連

絡協議会で県も市町村も入れて具体化するというような取組みをしていただい
たらどうかな。

人材が県で話する人がいないということであれば、また解放同盟中央本部に

相談してもらえたら、それなりの方もおられるので､研究者の方もおられるし、

歴史のことであったらこういう人がいいんじゃないんかと、あるいは差別事件
のことに関しては、地名総鑑に関わった方もおられるし、いわゆる・ ・ ・でね、

しっかりと福井県で取り組んでい~くというような方針を考えられたらどうかな

というふうなのが :おつしやた指摘やと思うんです｡どうでしょう。

（山内．健康福祉部長） ~

令 ご提案も含めて､庁内､市町ともよく相談しまして､考えて
いきたいと思います。

）

~■ －■■
最後に1つだけね。様々な人権課題にそれぞれの取組みがあってね。課題に

よっては、講座にしてやっているところもあるわけや。ところが、部落問題に

限って言えば、きわめて抽象的であるんだけれども、他の人権課題等について

は､~きわめて具体的な事例を出しながら、我々の皆さんの身近な生活の場面で

の課題ということまで触れているわけです。 これはええなあと思います。我々

も同和問題・部落問題について、きわめて生活の身近な課題に突っ込んで、よ

り具体性を持ってやっていくというのがより重要になってくるんであってね。

差別あきまへんよ、同和問題の意識を持ちましょうと言うだけでは、絶対に無

理やわね。他の人権課題について突っ込めている触れられているということは

ね、部落問題についても可能なんです。十分にそのことを踏まえながら、取り
組みを進めてほしいと思います。

{■■■■■曝）
ちょっとこちらから1つよろしいですか。この17市町の報告を見てますと、

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰの いうのは､ 17市町のうち12市町
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堂同和聞題で電話しているんですけれども､いうペムノー1も来てもらえない
でしょうか。県かなんかが推薦しているんでしょうか。誰かこの方の話聞いた

職鯆綿薊猛關瞳籍鍬墓騨熟蝿
も、どういう人なんか教えてほしいです。どういう方なんでしょうか。

(司会）

はい、いかがでしょうか。

ノ

(■｢~－一
分からなかったらけつこうですけれども。

』

（百田生涯学習・文化財課参事）

すみません､生涯学習･文化財課参事の百田ございます｡■－ 一い
う方は､ もともと ご属されておりまして､様々な人権課題です
ね､ファシリテーションと言いますか理参加型学習のですね､非常に熱心に取
り組んでおられます｡ この の方から､毎年'冊ずつ出されてお
るそういった冊子の中心的メンバーでございます。

~ 三■
私の勉強不足ですみませんでした。ありがとうございました。

(百田生涯学習・文化財課参事）
､

よろしいでしょうか。

はい、けつこうです。

q ■
あのね、今、人権問題の人権センターのことについて話出てきましたんで、
この3枚目の人権相談事業というところに研修を受けた人の人数が書いてある
んですけれども、一般研修のところで毎日実施している相談研修が160件あ
る。ところが同和研修は0と。考えてほしいね。特別研修、相談研修が14件
か、同和研修はここには書いてないんですかね。 1件か。それから、 1番下の
ところの相談研修についても1件という。 これは、どういうことか全くね、人
権センターという大きな建物が建っているところでね。 これを設立をしたのは、

~
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同和問題を一生懸命するということで、設立したと思うんです。ところが、薄
く考えれば一般問題の中にも人権問題はあるんですけれども、我々が言うてる
差別されるものを代表にしているこの人権問題の研修が0というのは、県庁自
身の方は分かってお旦ｵIるのかなあと思う。 0というのは何を表すんか。 ~
2年ほど前に■■で全同協の冊会があったんですわ｡そこで､私は話
したんですけれども､そこI■人が何人もやって来たんです｡磨大会
があるのに何で東京の人が来るんかなあって｡ものすごく熱心な人やなあと思

ったんですけれども｡そうかと思えば､ 自分の親ﾗ■■にあるんです｡親元
に同和地区と言われているところがある。私の家は同和地区なんだろうか。研
修やっているところで、同和問題解決しようとしてやっているんか。どこに同

和地区があるか調べて､そこに逃げたいがためにやっているんだと｡■
啓発の取組というものは、そういうものを育てているということなんだ。まだ

他にも他からかかってきたということもあります｡■〕らかかってきたん
でなしに。 この同和問題に関わる研修が0というのは。

（向出地域福祉課長） ~

ちょっと説明させていただいてよろしいでしょうか｡今､ 壱われ
たのは、人権相談を受けた、昨年度160件受けた中には、同和関係の相談が
なかったということで､研修につきましては、次に書いてございますけれども、 ~

人権センターから民間企業や自治研、市町、学校関係に全体で昨年度は34回
講師を派遣しております。その34回の中で18回につきましては､同和問題
閏径室含む砺修を行ったということで､研修を全然同和問題を外していると…。

遮って､発言）

■■■■■
そんなら今一番上に書いてあるのは何ですの。

（向出地域福祉課長）

今申し上げたことの繰り返しになりますけれども、人権センターで受け付け
た相談、一般の方から受け付けた人権相談を受けたことの分類の中で、同和関
係はなかったということです。

■■■
それでいいんですかね。なかったらそれで同和問題が解決したということで

よろしいんですか。

へ､
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（向出地域福祉課長）

そういう評価はしておりませんけれども、 ここは昨年度の実績ということで
数字を報告したわけでございます。

(1■■■
意識が0だったら、実際に差別やつとっても平気なわけないでしよ。 これを
もっと掘り起こさなければならないと違うんですか。もっと掘り起こして。

(d■■■■ －
ちょっとよろしいか。 この一般相談160件書いてありますやん。で、もう

一方、同和関係が0と下にありますけれども、 この160件の相談の中身、内
容ですね。 この中身がどういうものなのかと。相談の中身ですよ。例えば、生
活に関する相談なのか､子育てに関する相談なのか、いろいろありますやんか。
ちょっと中身書いてないから、分かりませんけれども。中身、 160件の中身
がいわゆる同和問題と関係しているとかしていないとか、 これ捉え方によって
違うでしよと私は思うんですけれども、 このへんどう棲み分けしているの。 ‘

（森下人権室長） ~ ~

人権室長の森下でございます。人権センターへの相談の中身ですけれども、
去年、平成26年度の相談事例、 160に14に1， 1を足した17~6件。 こ
れの内訳でございますが、一番多いのが障害者に関するもので42件ございま
した。次が高齢者に関するもので32件、そして家庭の悩み相談が21件と人
権に直接関係のない相談もお聞きすると、基本的には幅広くいろんな相談をお
聞きするという形ですので、家庭のいろんな悩みもお聞きしたと｡~あと多いの
はそういったところで、あと女性が19件と。あとはいろんな子どもとか、労
働関係とかそういったものが数件でございます｡~ ~

まあね、それは分かったんやけれども、あんたらが同和問題なしと書くから
あかんのやろうがし。中身をはっきり言うたら分かるんやし。

■■■Ⅱ■■■
来はった人にあんた同和地区の人ですかと聞くの。

(向出地域福祉課長）

その人がどこにお住まいかというのは、普通。
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■■■■=■
住まいとかじやなくて、あんた同和地区の人ですかって。 ｜司和地区の人だっ
て、子どもの相談もあれば、生活の相談もあれば、高齢者のいろんな相談もあ
るわけやないですか。同和問題っていうのを捉え方がどないなってるのという
ことです。私どものほうから言わせてもらったら。部落差別によって、教育が
奪われ、仕事がない、 っていうような課題・背景を持って生活されている方も
おられるわけです。同和問題っていうのは、そういう問題ですよ。 この棲み分
けですと、部落ですか、部落じゃないですかとかいった相談を受けているわけ
じゃないですよ。向こうからそういう話しはったら、そうやというのは分かる
けれども､~そうでないかも分からへんわけですよ。

ましてや、胸張って、部落を自分は出身やって、要するにオープンにして暮
~ らしていけるというような世の中になっていないから、隠そうと言う人が多い
わけですよ。そういう現状の中で、例えばこの170何件の相談があるけれど
も、その相談の中に同和地区の人がやはり困ってんねんという相談が中に含ま
れているんじゃないかと。そのように捉えることはできないのかということで
すよ。

もっと言うたら、何のため1-あり、集会所があり、そういうところ
での身近な相談を受けていくということを従来からやってきはったわけですや
ん。 ここでね、顧問が言っているようにしっかり部落差別の問題を理解なり、
認識しているということであれば、 この1~60件の棲み分けみたいなもんも含
めてですね、やはりでてくるんではないかと思うんです。 ~

（■■■ 〈

関連やけれども、 この棲み分けでいったら、私部落差別受けましたという相
識あったらね､1件とｶｳﾝﾄされてしまうと思うんです｡とこ調ね､~と

もあったんですけれども､一年間の相談件数が，00ほど
あったと。そして、同和問題が0と。いや、そんなことないやろうと。 もう1
回分析し直したらですね、圧倒的に部落差別に関する相談が多かったというの
があるんです。

表面的にそういうのに気をつけなあかんことは、 じゃあ私部落差別されまし
たどうしましょうと言っている人はほとんどいてないですよ。そんな相談あっ ~
たら、それはもう差別事件なんでね｡ ~視点をちやうところで捉えんかったら、
それこそ同和問題0ですとかね、アンケート調査とったら、意識調査やったら、
なんか福井県は知りませんけれども、北陸の他の県行くとね、 1番最低なんで
すわ、 ~0コンマなになになんですわ。ほな、部落差別がないと言うのかと言っ

14
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たら、決してそうではなくて、仕事の悩みとか結婚の悩みとかいろいろ出てく
るわけよ。関心が。結婚のこととか、仕事のこととか。 これって、 もうちょっ
と深く分析したら変わってくるやろうということなんやって。

だから、 さっきからうちのメンバーが言っているように同対審答申というの
をしっかり学習していくと、そしてその中で差別っていったいなんやってしっ
かり掴んでいく｡~それでもう1つ取組みをしっかり進めていくと、ほらこっち
が体制をしっかりとせんかつたら、それこそ人権で全て終わってしまう可能性
がある。 しっかりと人権と言う中で、大枠では間違いなく人権なんやで、でも
その中で具体的なことが見えなくってしまう。そういう視点をしっかりと持っ
て相談にあたってもですね、意識を持ってやってほしい。結果、その事実を間
違って捉えてしまうということにもなりかねないからですね。当然、 この施設
に相談してくるということは、そういうこともたぶん含んでいるやなあという
ことを想定しながら相談するというのは当たり前のことなんでね。それはしっ
かりしてほしい。だから、さっきから言っている市町村の取組み、いわゆる市
町の取組み、人権啓発の取組とか体制とかとやつばりよう似ている。 ．この捉え
方自身も。しっかりと部落差別というものを捉えきっていないというとこから、
こういう状況に至るんじゃないだろうかというふうな気もする。だから、 0で
すというだけではあかんのですということですわ。最後、説教じみた話で申し
訳なかったですけれども、そういうことやねん。 ~

■■■■
前進めようか。

1－ －b
前進めようか。I

~
時間がありませんので、教育委員会関係の資料をたくさんつけていただきま
した。それじっくり見ていきたいんですけれども、 1つ気になるのは、やっぱ
りざぁっと見た限りでは、先ほど一般の人の研修内容でも言いましたように、
学校教育でも、 これが本当に差別について考える授業になるんかどうかという
ことや。まあ、時間がないので1つだけ聞きたいんやけれども、 この資料の2
－1の12頁のところに． 。 ．と戦った少年の記録というのが書いてある。ま
あこれは言いことやわな。これを通して、 ・ ・に対する差別をなくすと。資料2
－1， 12頁。 このときに、かわいそうなとかそういう感情的な育成するだけ
じゃいかんと思うんやってな。そういうことの中身も差別というものがどうい
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うことかというのをしっかりと押えていかなかったら、A子が差別されている
からかわいそうという話にはならない。

~だから、学校の教育の中でずっと見ていくと、どうしても形式的な絵がある
わな。やはりこれはな、子どもの中でも3年生、 4年生になってくると差別意
識が生まれてくるんやって。女のくせにとかそういうことが出てくる。それが
自然と・ ~ ・ ・に出てくる。そのときに自分の中にある差別というものを考えさ
せる教育じゃなかったら､ ~なかなか感動的な話だけじゃならない。そういうの
がないなあと思う。 ~

~ どっかに新聞の記事で､忘れたけれども、アメリカの博物館の話だったかな。
ドアが2つあって、差別するドアと差別しないドアがあると。あなたはどちら
へ行きますかと言ったら、差別すると言った人が差別するドアに行くし、一方
差別しないと言った人はドアに行ったときにドアがまた開かないわけです。そ
ういう話はよう聞きますやん｡ これはどんな人間が差別があるんやから､生ま
れてくるんやから、やはり小さいときから気づかせていくということをしなか
~ったら、本当の人間を愛していくと人格を認めていくということにならんとち
やうかな。

それともう1点ね。拉致問題を扱っているわな。小学校でもな・まあこれは
人権問題に関わる問題と言えばそうだが、確かに拉致された子どもの家族にし
たらこんな残酷なことないし、 こんな理不尽なことない。よくわかります。こ
の問題あくまでも政治的な問題。 これを子どもに考えさせたときにはたして差
別というものが分かるのかと。 これ政治的な問題がなじみにくいではないんか
と思う。学校教育の中で。一般の方にしても拉致問題が出てきてますが、 これ
は、 しかしまあ､ ~人権室は拉致問題を扱うということで、どっかから出してく
れということで出してきたんかも分からんけれども､やっぱり政治問題だわな。
だからこれを一概に人権問題というふうにやるんなら、 もっとそこにある差別
の問題を追求せなあかん。

それともう1点ね、疑問に思ったのは、 14頁のね。上から4， 5， 6．小
学校のときの部落問題について書いてある。 ここに江戸時代の身分制度の成り
立ちというのが書いてある。そこにえた．ひにんと書いてある。これは実際に
そういう言葉で出しているか、非常に疑問に思う。

(繊鱒驫謝たします｡義務縮企幽幹の淵礁でございます~
今、委員長ご指摘のとおり、やはり学校教育は非常に人権の教育の中では大切
なんだということで、小学校のとき､ ~その前の幼稚園のころか.ら、やはり人と
人との違いが認め合ってというような教育は非常に重要だと思っております。

aq

､ 』

１
～
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先ほど、エイズのこととか、拉致のこととかありましたようにそれだけではな
くてですね、発達段階に応じて1番子どもたちが分かるように教育を進めてい
きたいというふうに思っております。

それで､今ご指摘の江戸時代の身分的なことにつきましては､■指摘
のとおり、中学校で使っている教科書ですけれども、本県使っている教科書、
中学校の部分ではそのような表現も確かにございます。ただし、大切なことは
歴史的なことをしっかりと正しく理解した上で、中学校3年生の公民のところ
で、 これも教科書でございますけれども、実際に差別を受けて大変苦しんでい
ると、 これは全国の中学校の人権作文コンテストで賞に入られた方の作品です
けれども、 このように現実で結婚等で差別があるということにつきまして、本
県の子どもたちは中学校3年の公民の中でしっかりと学習をしております。以
上です。

(■■■■） ~
えた・ひにんという言葉は出していないの。出してるの。

（淵本企画幹（義務教育)）

全国で使っている教科書に本県も使っているところに､唾指摘の言葉
は入ってございます｡~

■■■■■
教科書の中に。

（淵本企画幹（義務教育)）

はい。ただそういったことが正しく認識されるようないわれなき差別に苦し
む人たちが歴史的にですね、現在も事実として苦しんでいるんだということは
公民の教科書の方にも出てきてございますので。

■■~ ~
それできちっとフォローできるんであれば、それでいいんやけれども。きち
っと理解させなんだら、いたずらにでていいもんではない。

1－丁■■■■）

参考までに言うけれどもね。だいたいフォローする、 こういう言葉を教壇で
扱う場合、学校全体として、親も巻き込んで体制を作らなかったら、 ． ． ．ある
のに子供ら同士が遊びの中で、えたとかひにんとかいう言葉を使うのはものす

l

〕
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ごくある。やっている側の意図とは別に子供らは自由にそういう言葉を使って
しまう。言葉だけ先行するというのは、全国的にもあること。それこそ、腹く
くって体制をしっかり持っていかなあかんと厳しい話やで。 ~

（司会） ~

~すみません、それではここで5分間ほど休憩を取りたいと思いますので、そ
の間にトイレすます人、用事すます人、その間に5分後に38分ごろお願いし
ます。ほんなら、 40分にしましょうか。 40分にまたここに戻ってきてくだ
さい。

＜休憩＞

2■おける差別事件について(地域福祉課､義務教育課､高校教育課）

(司会）

壁間力i来てますのでそろそろ始めたいと思います｡それでは、 5頁のところ
の■おける差別事件のところから進めていきたいと思います｡どう■
の差別事件から始めたいと思います。 ~

q■■■■~

‘■問題については､ずいぶんやってきているわけですけれども､ 8－‐
の取組みの内容を見ますと、 ・ ~ ・ ・ところが見られます。しかし、その庁内の体
制作り、その庁内の体制作りを強く求めてきたわけですけれども、一応作った~
ということでね。まあそれはいいですけれども、中身はどういうことになって
いるんかということになりますな。

（森下人権室長）

I■■■人権施策推塗部という名称で今回設置していただいた中身のﾒﾝ
ﾊｰでございますが､ ~■本部長としまして､関係部長が総務部長をはじめ
各部長が構成員となっております。その下にさらに幹事会というものを置いて、
関係課の課長が構成員となるような2段階になっております。

■I■
だから、前進したと思うんですね。それから企業の啓発の推進というのは、
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I

3月にいつぺんやっただけか。これ、もっと多彩な取組みがあるんではないか。

（森下人権室長）

酢しましては､企業対象にやっておりますのは､公正採用関係の人権
啓発推進員研修会、今年度でございますか。

－－

今年度でも、去年でもいい。去年だけやったんか。
』

(森下人権室長） ‐

去年は2回やっております｡企業を含むというものは、 2回やっております。

）

この事業函ﾉ＼権啓発責任者というのは、どういう人。 これは県独自ですか。

それと 自ですか｡5頁の下から3段目ですね｡県と■公共職
業安定所と共催で「人権教育啓発講師および事業所人権啓発責任者研修会」を

開健律書いてあぅ｡ この事業所人権啓発責任者というのは､ 二独自
に設置をしているのか、それとも福井県が独自に設置しているのか。

（森下人権室長）

■公共職業安定所とそれI=入って研修会を開催しております。

1－l) ~ ~

それはそうだ、読んだら分かる。名称のことだ6事業所人権啓発責任者とい
うのは、そういう制度があるのか。

(森下人権室長）

推進員という制度はあります。

■－ －■~

だから、企業のこれはどういう意味なのかと聞いている。つまり、厚生労働
省は公正採用人権啓発推進員という制度を持ってますでしよ。

(森下人権室長）

はい、持ってます。
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(■■■■－
その持つ~てるのとは別に、その制度とは別に事業所人権啓発責任者を設置し

ているの。

(森下人権室長）

いや、厚生労働省の ｡ '■■■■■■■§遮って発言）

(1■■■■■
なんでこれ名称変えるの。意味が分からない｡~上の方は共催で公正採用の人

権啓発推進員の研修をやりましたとなっている。その下の段のところは、一段
下のところは事業所人権啓発責任者研修会となっている。それどう違うの。

（森下人権室長） ~

上の方の公正採用人権啓発推進員と言いますのは、企業の人事担当の方が対
象となっております。

（山内健康福祉部長）

すみませんね。制度としての推進員も含めてですね、各企業のそういった人
権関係を含めた責任者の方にも集まってくださいという意味でこういう名前で
やらせていただいたということです。

■■■■■■■■

啓発推進員というのは、どういう役割を持っているの｡~県の方は、どういう
ふうになっているの。公正採用人権啓発推進員というのは。

（吉田労働政策課長）

県の労働政策課でございます。公正採用人権啓発推進員というのは、今ほど

申し上げられたように国の制度でございまして、企業内での公正採用の研修と
かですね、採用時における留意事項の徹底などの確認をやりますとかいう役割
を持っていまして、 ~小さい企業で言いますと経営者が直接その任についている
場合がありますし、大企業等でいきますと人事担当の採用の責任者の方がつい
ている役割でございます。

(1■■■■■■
それは分かった。それで、下の方はなんや。事業所で人権啓発を企画したり、

立案したりする人が公正採用選考人権啓発推進員でしよ。 ~
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(吉田労働政策課長）

役割的には同じものだと思いますので。

■■■■■

事業所人権啓発責任者というのは､独自I懇､設定したのか｡例えば、
国の場合は、概ね100人以上の企業については設置をしなさいとなっている
わけや。ところが’00人以下の企業もいるわけでしよ。そういうところにつ
いては､国の公正採用の推進員制度からもれちゃうから､ ｜■轆自に'0
0人以下のところについてもですね、 こういう事業所に対しては、人権啓発の
責任者を設置してくださいという、 こういう制度を作ってやっているのか、ど
うなのかということ。

じゃあ、逆に聞きます。県はあるんですか。県は、厚生労働省は概ね100
人以上の企業に対して対象としてる。 100人以下については、厚生労働省の
公子採用琴考人権啓発推進員の制度からもれちゃうわけでしよ｡だか喜~5ぢ
の■うたら20名以上の企業については､県独自にそういう制度を作っ
ているわけです。福井の場合だったら、 100名以下の場合だったら、国の定
めている人権啓発の公正採用の推進員からもれちゃうから、それを補完するも
のとして、県は何かやっているの。

(吉田労働政策課長）

福井の労働局では。

■■■■■
いや、労働局は分かっている。福井県として。

(吉田労働政策課長） ~

県独自の制度というものは､~持ってございません。

■■■■ ~
では、 100人以下の企業に対する啓発はどうなの。

(吉田労働政策課長）

福井の労働局では、 30人以上ということでやっておりまして。

■U■■■■
福井は30人以上。
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（吉田労働政策課長）

それ未満のところについては、今おっしゃられているような形での制度の要
求というのは、今、対象にできないという形です。

■■■■
じゃあ、下の5頁のところに戻るけれども、 これはどういう意味。

~

（飯田嶺南振興局次長）

このですね、責任者研修会というのはですね。ほとんどはですね、労働局の
公正採用の人権啓発推進員と重なっている部分が多いんですけれども、公正採
用の人権啓発推進員と指定しますと常にその人が出てくるので、その人以外の
方、人権啓発の責任者、その人の部下であるかもしれないですし、上司である
かもしれないですけれども、そういう意味で幅広く出ていただいた方が、いろ

いろ出てきていただきやすいんではないかと、そういう観点から、人権啓発責
任者研修会といたしまして、でてきていただくようにしたという形でございま
す。

~ ）

責任者と公正採用選考推進員との違いというのは。推進員というのは、責任
者と違うの。 ~ 、一

（飯田嶺南振興局次長）

推進員は責任者でございますけれども、推進員と指定しますと推進員しか出
てこないと、その人しか出てこないとなりますので、そのあたり上司かもしれ
ないですし、部下かもしれないですけれども、幅広く来ていただくということ
も出てきていただきやすいので、そういう観点から。

~ ~
少なくとも、 ここで時間は取りたくないんやけれどもな｡少なくとも国が定
めている公正採用人権啓発推進員というのは、人事労務にそうとうの権限を有
する人となってくるわけでしよ。少なくとも企業の中で責任者やないか。人事
や労務に対して、一定の権限を持っていて、そういう責任者がなるわけでしよ。
これといっしょ変わらへんとちやうの。こういう形でやるんだったら、せっか

くこういう名称を作ってくれたんだから、そういうなのを県独自で作ってほし
いなと思いますよ。

ノ
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■

これは研修会するときの呼びかけのタイトルとして、使ったということやな。

（山内健康福祉部長）

そういうことですも一般名詞ということであれば、一般名詞ということにな
るんですけれども。推進員にとらわれず、来てくださいという趣旨です。名前
という形で認識していただければと思います。~ ~せっかくいいネーミングなんで、そういう制度を作ってほしいと思います。

いんやけ…全維…と風人権教育醗撫
告書を見ると､少し27年度の方が進んだと思うけれども､ ~私この程度で■
Bi抱えている問題を解決できるかという問題が出てくる｡我々､必要に言う
のはね。やっぱり差別を受けた方、その地区の方々、 この人らが平等に暮らせ
る町作りをやってもらわなあかん｡■。
これざっと見ていくと、だいたい言うたら、集める数もそんなにたいしたこ
とないし､実際の同和問題の話も数が少ないわ｡こんなことで､一
体が人権意識の低さを上げていかれるんかという問題。できる範囲で、早く差
別望詐人らがまつとうな生活を送れるように取り組まなあかん｡そのだめE
且やっている｡それに対しての答えにならない｡ これもつとしっかりや
らせるように指導せなあかん。

, いう…が悶…んやとい…蓋”
ていわゆる具体的な取り組みをしていきましょうという体制作りをしたわけで
しよ。で、そこで部落問題がしっかり啓発されていない。あるいは教育につい
ても不十分だと、 こういうことがはっきりしているわけや。やらなあかんこと
ははっきりしているわけや。それを具体的に委員長が言うように企画．立案を
しっかりしていただいて、部落問題についてさっきも私言いましたように焦点
を当てて、例えばそれが結婚差別の問題なのか、就職差別の問題なのか。そう
いう焦点の当て方をしていただいて、そういう研修をやっていくという具体的
な中身を作っていってもらうということをしないと前に進んでいかんと違いま
すか。書いてあることは体制もすごくええことかいてあるし、あとは企画．立
案ですやん。これはちょっと不十分、力が弱いと違うんかと思うんです。 ここ
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らあたりいかがですか。

■
‐
ｌ
ｌ
ｊ
且
■
■

関連でね､■人権施策推進本部が設置されたということで､ これ設置
要綱とか目的とか、会議とか10月29日に初回をやられるとか、書かれてい

るんですけれども､何を議論して､何を進めていくかが｡ これが :お
っしゃった何を目的にどうするんかということがないと、本部を作ってもどう
しようもないということです。そのへん中身分かるんだったら教えて。

繩［てい…
（森下人権室長）

■■に聞いているところでございますが､今年度､~
いる中身についてもう少し充実できないかということで話をあげてみたり、来
年度に向けてどうするか話し合いたいということで、話を聞いております。

ー~~
県は設置要綱持っていないの。

(森下人権室長）

はい、 もらってます。

U■■■■■■
それ、いただけるかな。~
(森下人権室長）

構いません。

■■■■■■~~
同類の質問ですけれども、今の推進体制が推進本部ということでできて、幹

事会も一緒に生まれるという体制ですけれども、その事務機能ですけれども、
それがこ弘いろんな課にまたがっていたり、はっきりしていなかったりとい

うのがp現状だと思うんです｡今回この設置にあたって､その人権に対応
する課､‘その課の名称を教えていただきたいのと、それともう1点がその事務
局体制として、そういう人員配置が可能になっているのかというところが分か
れば少し教えてください。

~
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（森下人権室長）

要綱の中でですね、一応、事務局の庶務I
が行うということになっております。 ~
一

■■■■
担当の職員配置みたいなところも分かるわけですか。

(森下人権室長）

今、担当の職員配置までは、はっきりと聞いていないんですけれども。

(■■■■■
10月29日っていうたら、もうすぐ開かれるわけですけれども、体制とか

そういったもの、方針とかも決まっていくんだと思いますので、そういったさ
っき言った要綱とかと一緒に体制とかの情報も分かれば、一緒に資料いただけ
ればと思います。

(森下~人権室長）

はい、確認しまして、お答えしたいと思います。

~~

3公正採用問題について（労働政策課）
①

（司会）

それでは、後ほど相互連絡をしたいと思います。続いて時間が迫ってますの
で、 3番の公正採用問題にいきたいと思います。よろしくお願いいたします。

I■■■■■■■■■

公正採用について公正採用選考関係機関連絡会議が出来たと書いてあるが、
これはどういう団体で何を目的になさっているのか。要綱とかがあったら見せ
てもらいたいんですけども。事務局はどこが担当しているのか6
（吉田労働政策課長）

今ほどの公正採用選考関係機関連絡会議、 これはうちの労政課で所管してお
りまして、メンバーは国の福井労働局職業安定部、県の総務部、健康福祉部、
教育庁、産業労働部という構成でございます｡ ~
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体的に何をしているのか。目
／、

~ （吉田労働政策課長）

内容につきましてはハ高校生が就職するときの面接等における不適切事象に
ついての連絡体制をここで決めてございます。

ﾛ■■■■
受験報告書のことか。

(吉田労働政策課長）

そうです｡ ~

■■ﾛ■■~
そうすると､福井労働局の問題なんやけどね､福井労働局安定所は福井にし､

くつあるのか。

(吉田労働政策課長）

~6か所でございます。

1－ ■■■ ~
6つの安定所が全部研修会をやっていなかったという事実を把握しているか。

（吉田労働政策課長）

昨年の話の中で聞いておりまして､今年度は､■■■はすでに開催したと聞
いてございます。残り嶺北3地区ありますが、年度内には順次開催していくと
聞いてございます。

(■■ －1 ~
せなあかんわけやけど、そういう連絡会議もやってんやけど、そういう実態

は県は知ってたのか。

（吉田労働政策課長）

昨年度この場所だったと思うんですけど、そういう話がでるまでは承知して
なかったと思います｡ ~
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結局ね、そういう会議をつくっても具体的な部分で労働局とチェック体制を
作らなかったら進まない。もう一つは教育委員会に教えてほしいんやけども、
各高等学校で受験報告書についての授業とかそういうのは高校の現場でやられ
てると。先ほどのモデルの報告書には乗ってるけど､授業とかはのってないん。

(田中~高校教育課長）

学校では受験報告書を書きなさいと採用試験の前に研修しています。

しているの。
、

(田中高校教育課長）

しています。

■■■■■
先嘩の資料に此てなかったから｡要は人権教育の年間計画のなかで､例
え'一はのってあらへんやん｡

（田中高校教育課長）

すみません、今もうしあげましたのは就職試験を受ける子どもたちへという
ことです。

■■■■■
今は短大や大学や専門学校でも本籍を求めたり、統一応募用紙に違反するよ
うなのをつこてるやん。そっちはええの。

(田中高校教育課長）

~統一応募用紙自体はこれしかありません。

蝦…"…患鱈書女…
■■■■「了
大学や短大に進学するときI

るやろ。知らん。

(田中高校教育課長） ~

ちょっと把握していないです。
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■■■■■‘

そういうチェックはできてるの｡専門学校とか短大､大学でうちら■で
すけれども進学用の書類の中でそんなん出てきましたよ。とくにえげつないの
は医学系の大学で資産どんだけあるか､ ~書かせるんやで。同じような形で本籍
地や家族構成や資産を求めたり、家族構成を求めたりする様式を未だに使われ」

てる実態を知ってほしい。同時にそのことが日本の社会の中で人を評価すると
きに、その人の能力とか意欲ではなくて家庭環境とか依然としてそういうのが

~ ;あるってことでしよ。そういうことを単に、受験報告書はこうですよでななく
て、そのことを人権教育として高等学校の現場の中でやっていくときに単に就
職する生徒のことだけではないと思うんですよ。

結局進学する生徒もずっといったら最終的に就職するんでしよ。高校で問題
を起こしている企業が短大や大学生を採用するときに問題を起こさんていうこ
とはないわけでしよ。もっといったら高校については受験報告書があるからね、
なんとか見つからんようにやるけど､大学や短大やったらそう~いうﾁｪｯｸ機
関がないから企業の本音が出てしもて見つからんと思ってやることがあるわけ
ですから、就職する高校生､進学する高校生を区別するんではなくて、進学す
る高校生でもやってもらいたいd

もう一つ気になったのは実践事例集の中で33ページね。ホームルームの活
動指導案の中にね、したから3やね。同和地区出身であることや家族の経済状
況を理由にした就職差別があったと過去形で書かれている。就職差別は過去の
問題ではないですよ。現実問題として起こっているわけ。密室でやるから中々
表面化しないわけで、現実には就職差別いろんなところであるわけでしよ。そ
うすると就職差別が過去のような形で授業をやられてるのかと思うと心配にな
ってくる。現実問題として就職差別が起こっている。ね、そういう認識の中で
数字として見えてきたのは、企業が面接のときに親の職業聞いたり家族構成聞
いたり、 これ明確に職業安定法違反でしよ。法律に違反している企業がこんだ
けあるっちゅうことですよ。普通そんなんやったら法律に違反するような企業
がこんだけあったら大変なことなんやで。そこがまだまだね、一生懸命取り組~
んでもらっているのは分かるけども、まだまだ氷山の一角ではないかと思いま。
すので、さらに強化してもらいたいと思います。

~ ~
、私からも一点補足をしたいんですけども、県教委の調査はたしかに減ってき
ているけどもまだまだレベルは高いですよれ6違反件数にしても違反事業所数
にしても数は多い｡だから､ これは徹底して少なく~してほしいっていうのが一
つですが、 もう一つ重要なのは、県教委の方から労働局へこういう事業所が違
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反しているという調査を渡されていると思うんですけど、労働局のほうが現場
で違反を確認している件数ははるかに減るんです。みなさんは一生懸命調査を
していても、労働局が確認しているのは4割くらいです。だから、福井労働局
への指導の要請を同時にやってほしいと思います。でなければなかなか減らな
い。ちなみに教育庁さんのほうで福井労働局が確認した数字を確認したらいい
と思います。過去3年間くらいは数字出ると思います。

（吉田労働政策課長）

今ほどの県庁産業労働部になりますけれども、労働局の方には79件の内、
労働局が指摘として最終的に上がった数字は26年で言いますと34件でござ
います｡ ~かなり少なくなっております。

なんでそうなのかということは県教委として文句を言わないといけない。生
徒が主体的に報告を挙げてきたデータでしょこれは。ところが福井労働局が事
業所を指導するのは半分になってしまっている。現実に指導が届いていないと
いうことは教育委員会としては受け止めてほしいと思う。

（吉田労働政策課長）

半分になっているのは、労働局が79件の報告された企業には調査に行きま
して、労働局がすべて調査に行って違反事象だと判断したのが34件であり、
全部の事業所には回ってございます。 ~

~それはおかしい。それは県教委の調査がおかしいと言われているんですよ国
から。

1■■■■
違反が減っておるのは分かるで。定期的に話し合うことが出来てないと思う

わ。本来、企業から見れば労働局は怖いわけよ。違反事項だけは､~お上がいく
ら言うても間かないっていうのは理解できんわな。やっぱり、なんちゅうんか
違反したらなんか制裁、制裁とはおかしな言葉になるけれど、そういうのがな
いと守らんていうのは困るわな。そんなことがなければただ単に注意するだけ
ではやな、企業にはしたたかなのがおるから、裏でこそこそ聞いてくる、そう
いう悪いやつもおるからな、周りからこそこそ聞いてくる、そういうやからも
おるわ。 これはやっぱり重要なことやから、 もっと減らすようにどうしたらえ
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、

えんか徹底的に考えていかな’ いつまでたってもあれやわな。それで、なんと
ﾛ

かがんばってもらわないかんわな。 ~

（吉田

はい。

ます。

労働政策課長）

また今日のご指摘を受けまして、地元の局ともまた相談したいと思い

~
企業啓発しようと思ったら’今現実に労働局と連携して様々な取り組みをや

ってるやんかdそういうときに共通認識持たなあかん。そうやろ。労働局と県
が共通認識持つ必要ある。そういうこと考えた時に、県が労働局に持つてった
ら半分になる。どこに原因があるんかということを共有せなあかんわけやんか。
労働局 しいんか、福井県の把握がおかしいんか、どこもおかしなかった

卿,てることに…んか~ ,っしか",で原圃て~…ろ~ ~ら子ど

しかも、何件か違うっていう事はありますけれども、 50％、半分が把握が
違うっていうのは異常事態や。異様な状況や。企業啓発をしっかりしてもらわ
なあかんけども､それ以前にね､ちゃんとそういうところを整理せんかつたら、

今年もあれやぞ、 これだけありましたって把握してるわけやん。そんでまた労
働局持ってたらまた半分なる可能性あるがな。 これどういうこっちやねん。そ
れは当たり前のことなんやで。あの－、僕に言わせたら口悪いけどれ､ ~そんな
に担当者として労働局が調査に入ったら半分になりましたって、あんたんとこ
何にも違和感も腹立だしさもないんかい。

（吉田労働政策課長）

すみません。もっときちんと数字が違わないような形での精度を高めた調査
をしていきたいと思います。

■■■■■■■■ﾛ■■

いや違う違う。そしたら精度が悪いってこというてるんか。県の把握の一番
元っていうのは子どもやんか。県の申告がおかしいつてことは、子どもの申告
がおかしいってことになるやろ。子どもは別に差別受けましたっていうてない

んやで、 こういうことがありましたって。その報告にもとづいて、やるのは教
育委員会なんやで。それはやっぱりちゃんとしとかんかったらね。んで私たち
も件数違うって労働局行って初めて分かったわけよ。聞いて、え一って話にな
ってb当時は信用できんということできちっともう一度調査し直せということ’

をやっとるんや。我々は子供から上がってきて、担当者がこれは違反事例やと
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押さえたものは大事にせなあかんと思うから労働局に言うわけやん。それをし
っかり考えて把握をやらんかつたら、 これが基礎になって企業への啓発ってい
うのをスタートするわけやから。

（田中高校教育課長）

先ほどの進学する生徒方につきましても、 しっかり調査しまして取り組まさ
せていただこうと思っております。子どもの受験報告書につきましても、細か
いところまで調査してまいりますので、労働局と調整しながらしっかり中身を
確かめていきたいというふうに考えているところです。 ~ ~

4身元調査問題について（市町振興課）
一

本人通知制度を実施するのに、強力に指導してくれと言っているんですけど、
なかなか前に進まない状況ですから。反対に、できなし理由を第三者の正当な
権利の行使を妨害することになるということを理由に挙げているけれども、今
ね、全国に560市町村がやっておるわけや。かなり大きな数字や。みんなそ
のハードル超えてきとるわけや。だから別に難しいことはないと思うんやけど
も、最終的には市町村の裁量によるというふうに書いてあるわけやけども、君
らんとこが重要性があると認識を持って真剣に努力してくれんと、前に進まん
わ。 これ来年までにもうちょっと話進めるように、全市町集めてやな､ ~十分話
して、そういう指導をしてほしい。

（尼形市町振興課長）

この案件についてはただ前に進めればいいってだけでなくて、事務をやる市
町がちゃんとやっていただくことがあると思いますので、どういう風にやって
いくんだということを今年度は金沢市の例をお聞きしましたけど、ほかにいろ
いろやってるところもありますので、そういったところの話も色々お聞きしな
がら、それぞれ市町っていうのは状況が違うと思うんですよね。非常に転出転
入が多いところもあれば、そうでもないところもある。若い人が入ってくると
か入ってこないとかいろいろなところがあるわけで． ． ． 。

{■■■■■
あんたそんなん言うけど、全県下100％やってる府県もあるわけや。事情

はその府県もいっしょや6最終的な裁量権は市町村にありますというのは、 こ
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んなん福井県だけちゃうねん。 日本中どこ行ってもいっしょや。そやけども1

00％実施をやってる。もしくは一部でまだデジタル化されてなくてアナログ
でやってる市町村が少し遅れてるとこはある。でもほぼ全体でやってるとこも
あるわけや｡~参考にするんやったらそこの話聞けや。

（尼形市町振興課長）

まあ、いろいろなお話を聞きまして、まずは市町に理解していただかないと

いけないので､今0ですので、まずちょっとずつ詰めていきたい6そういう会
議も開かせていただいている。私どもは重要だということで、そういう会議も
開かせていただいております。

1

分かってんねん。そういう話じゃなくて、 100％やってるとこが市町村が
持ち寄ってやったわけではないんや。それこそ府なり県と市町村が一体となっ
て取り組んだんや。だからこういう事務は県がやってないってこんなん日本中
どこでもいっしょや。 100％できたっていうのは解放同盟が行ってやったば
っかりじゃない｡府県が重要な課題だということで、それなりの意識なり行動
をもって市町村を説得しながら実施させてきてるわけや。

雛
県はやつてないって、 日本中どこいつたって一律の自治体何

や。さまざまな状況があるわけや。 200万も300万もいて

千人しかいないところもある。事情全部違う。それでもみんな

んでやってきてる。そういうのを先進地の事例っていうんや。そうやで。

そういうのをちゃんとね、聞いて調べてそれを参考にしてやろうっていうの
が福井県の姿勢や。それができんとしたら福井県はそこまで意識がいっていっ
てないということにしかならんのや。

■■■■■
47都道府県あるんやろ｡~そのうちの32もやってるやないか。福井県だけ

残ってくるんちやうん。

（尼形市町振興課長） ~

いずれにしましても先進事例でどういう風に取り組んできたのかというのを
参考にしながら、前向きに、検討していきたいと思っております｡~

轡事前登録型やったんけ。
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（尼形市町振興課長）

■■ま被害告知型でございます。

」

日ロ■
そやろ｡事前登録型なんて■やってへんやないか｡事前登録型やってる
ところからからまず呼べや。

（尼形市町振興課長）

それで色んな手法がありますのでね、事前登録型をやっているところもある
でしょうし、システム的に対応しているところとそうでないところもある。い
ろんなところもあるので・ ・ ・ 。

■■■■ 一

参考までに言うとな､スタート地点で1個たいな体制やったのがな､ こ
こにきて全部変わってきとんねんや。やり直そうと。そういうことで事前登録
型になってきてるわけや。

L

■■■■■｜
それよりいいのがあったらいうてみいや。

(尼形市町振興課長）

そこを勉強させていただきたいと思います。

■■■■■~
なめとんか。なんでそんなへ理屈ばっかいうとんのよ・

1■一
この表見てみ。全部で32都府県がやってるわけやん。あかんというのが何

も理由がないわけやから、 こういう状況になってるんや。マルになってるとこ
ろがどんな方法でやってるんか、それを調べなあかんやないか。 560あるん
やから、なんぼでもどこでも調べられるやろ。何もやっとらんとかいう話やな
いんやから。

33



やってないとこを調べてるんでないやるな。

(尼形市町振興課長）

やっているところの話を聞いているんです。

(q■■■■■■ ~
よるしいか、あのね、やつとるとかやってないとかいう前に、 このいわゆる

戸籍の不正取得は差別事件なんです6 この差別事件と言われる理解、それと戸
籍は誰のもんですかと、誰が管理しててっていうね､そういう問題というのを、
どれだけ県がね、重要な問題として受け止めているかというのがですね、まず
いちばん基本的な第一ボタンですわ。 ~やるとかやらんとか言う前に、 この問題
が差別の問題なんやと､戸籍を何のためにいわゆる不正取得したのか、そして、
その戸籍がいわゆるお金で売り買いされた、 こういう現実、事実。そして、そ
れを商売にした人たちは当然罰金刑だけでなくて懲役も受けて姶号ｵｲろ;そう
いう事案が全国的に展開されてきたというここのところが、我々にしたら一番
重大な問題ですやん。現実の問題やん。

これをですね、野放しに福井県はするんですかということが指摘されている
んです。県行政として、県の基本合意や基本指針の中に差別はやめましょうと
か､』人権を大切にしましょうとか、書いてないですか。書いてあるでしよ。
この前、知事さんとお会いさせていただいて、同対審答申50年についてご

自由に話させてもらいまして、要請しました。差別は現実に存在すると、部落
問題はね。この解決のために責任をもって取り組みますと、 こういう決意を述
べていただいた。その決意が職員全体の中で、知事の決意が県の決意として共
有化されて、 この戸籍の不正取得の解決のために汗かいて取り組むんやという
姿勢がね、見出せないとあかん。

今おつしや負ようにとどんな手法でやっていくかというのは、ありますわ。
正直言って｡ーあったり､ーあったり､最近}
たいなもんもありますわ。

被害者告知と事前登録型の本人登録の制度を作り
て､■■■■中心的な役割を果たしたんです。ました。これははっきり言って､■■ j中心的な役割を果たしたんです。

当然、前向きな市町村は自らで取り組んだという市町村もありますけれども、

いわゆる全体を含めてすべての市町で､■市町でしたら事前登録型の本人
通知制度を作っていくということは、研修会なりでそういう取組みを一生懸命
やって、 こういう方法がええんちがうかとかいう提案を出して、そして出来上
がってきたんです。

早いところは､ 2年前からできてきてんねん｡そして､一番遅↓■■■■最終
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的に■いうものを駁り入れて､弁護士も司法書士も8業種全部がきち
っと、いわゆる正式様式を用いてやっていくと、そういうところをきちっと見
れるような制度として作っていったという、 こうい~ったもんもありますわ。
だから私が言いたいのはね、それはそれで学んでもらったらいいけれども、

今おっしゃられるように差別の問題や。このことをしっかり押さえてもらって、
戸籍は誰のもんやと､誰が管理してるんやと､そういうところのしっかり責任
をですね、それがいわゆる野放しにとられると、不正に取られて、そしてそれ
が商売として金儲けの材料にされると、 こういうことを許さんという、そうい
った問題解決をしていくといった手法の1つとしてですね、当然県の果たす役
割を今私どもは求めているんですよ。

だからそういう観点で、答えてもらえんかつたら、福井県未だ0ですね。 こ
の事案が起きてから何年経つんですか。 この不正取得の実態が全国的に問題に
なって、何年経つんですか。福井県の住民は関係ないんですか。調べられてな
いんですか。盗られてないんですか。やっぱそういうところをちゃんとね、押
えてくださいよ・今日我々が話しているのは､差別の問題を話しているんやで。
そこだけちょっとよろしく頼みますわ。どうですか。

（尼形市町振興課長）

とにもかくにも、まずは市町にも理解していただかないといかんと思います
し、市町から聞いているのは、 自分のところだけ単独ではというのがあります
ので、全体の合意ができるよう一生懸命やっていきたいと思います。

■

ということはね、県がリーダーシップ発揮せなあかんやん。

(尼形市町振興課長）

一緒にやっていきます。

■■■■■■■
いやいや、 リーダーシップを発揮せなあかんやん。

（尼形市町振興課長）

あと、戸籍の方は法務局ですので､法務局とも話をしながら進めていきたい
と思います。

1
－

一二 一△ 一 ■ﾛ■
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法務局と話し合ったらいいけれども、今言っ･てるように、 リーダーシップを
発揮するためには、あなたの水準がよ、部長の水準でなく、仕事を進めるあん
たの水準がやな、 しっかり吸収して何かを作らなあかんという使命感をもって
取り組まんかつたら前に行かんですよ。我々はそこを言ってる。だから､~隣の
京都のを参考にしたいんやったら、いつでも言いますわ。 こないしてやったと
いうことを聞いてもらって、学習してください。そして、来年にはや、少なく
ともやっぱり取り組んでもらえる状況を市町を含めて作ってくださいよ6どう
ですか。 ~

（尼形市町振興課長） ~

とにかく市町と一緒になって、頑張っていきたいと思います。できることか
らやっていって、だんだんステップアップしていきたいと思います。

（■ ■■■■
あのね、最初この話をスタートしたときには、はっきり言うて、今日言われ

てるように手法から入ったわけや。 この方法は難しいとか、方法論ばっか並べ
とる。だからなか;なか話が進まん。そこで、 これはいったい手法論の問題なの
か、何の問題かはっきりさせよういう話になったときに、県とか市町村とか自
分とこの住民の人権とかプライバシーを守る責任があるんや。だから福井県は
福井県民の人権とプライバシーをしっかり守っていくという責任があるという
のが、行政の責務というやつや。

そこからスタート・議論をしていかなかったらね、手法の話から議論しだす
とね、絶対10年かかっても20年かかってもなかなかできやしません。じゃ
あ実現するためには、どうするかというところで手法論が出てくるわけでね。
まあ、頑張ってください。

それで、参考までに言いますと、やっぱり県のイニシアティブというものが
無かったら、市町村は足並みそろいません。 これはもう事実なんですわ。そこ
らへんを理解して、 しっかり頑張ってください。

－一■■■■
それでね、付け加えておきますわ。そしたら、いわゆる戸籍の不正取得のプ
ライム事件《群馬ルートがあるということで、啓発、研修な『り、あなたの戸籍
が盗られてますよと、そういう問題点で研修をやったり、啓発をやったり、 目
的意識をもって県民に知らせていくとか、職員に知らせていくとか、そういっ
た取り組みが具体的にやられているんですか。 この研修のね、人権研修の報告
の中に1個も出てきてないじゃないですか。
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さっきから私何が言いたかっただろうと思ったら、皆さん差別事象、差別事
件というのは、 さっきの話でもそうですわ。あのね、差別事件を取り上げてな
い。

これ隠しておく問題違いますやろ。 こういう事件が起こって、差別が明らか
になって、そして運動があって、変わっていったっていう事例が部落地名総鑑
でもそうでしよ｡~全体化していって初めて、みんな分かるわけ。全体化されて
ないじゃないですか。戸籍の問題なん

ちょっとだいぶ前になるけれども、

こった事件やけれども、あの事件が誼こった争件やけれども、あの事件が起
事件｡島起

こって、職業安定法が改正されているん
です。そんな歴史やそこで何が問題やったんやということ、何の就職差別が行
われたんやという、そんなことを皆さん、啓発しているか知ってるか。
正直言うてね、そういうところが物足りない。物足りんっていうか、やられ

てない｡だから差別と向き合うてない｡差別事件と｡q_－，問題もそうでしよ。
何べんもやられてきたけど。あの事件を本当に大事やと思って、皆さんやられ
てきたけど、具体的に取り上げて啓発されてないじゃないですか。そこが福井
県ちょっと弱いなと、 もうちょっと意識変えてほしいなと。

特に戸籍の話は、全国的な問題ですから、よそでもいっぱい啓発している内
容ありますわ。それ取り寄せていただいて、研修の材料にしてもらうとか、何
でこの事前登録型本人通知制度が必要なんかと、 こういったことをみんなで共
有化していくような取組みをしてくださいよ・そうせんかつたら、変えろとか
制度を作れとかいっても、何で作るんやというところが分からへんですわ。
臭いもんに蓋してもうてね、 こういうふうに変えましたと言うてもね、意味

ないですよ。だからやっぱり、事件の真相をしっかり知らしめてもらいながら、
これもできるんだったらシリーズでやってくださいよ・研修の中に入れてもら
えるように｡~ ~

そういう取組みを集中してやらんかったら､取り組みにならない。これ言っ
ときますわ。よろしくお願いしますわ。

』

5人権意識調査の実施について（地域福祉課）
~

（司会）

それでは、時間もまいって来たようですので、まだまだやりたい項目もある
んですけれども。人権意識調査ですか。そんなら、これを最後にしてください。
よろしくお願いします。
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で~ ｣,月』同か~…いいんですけれど…前にゞ

願いしたはずやけれども､-事前にどんな項目を挙げているか知らせてくれと言
っていたはずや。それがこの23項目、そして同和問題が3項目と書いてある
けれども､~ この23項目の中身が分からない｡､それよりも最初にやな｡事前に
見せてくれと、意見を言わせてくれと言っといたわけやが‘それはどないなっ
たんや。

（向出地域福祉課長） ．

今年行います県の意識調査につきましては、これまでの20年に行ったもの
との整理比較、また、全国との比較することも大事だと思っておりますので、
基本的には前回そういうものを参考にしながら、問を作ったところでございま
す。先ほども申し上げましたけれども、調査の内容につきましては、県の審議
会である人権施策推進審議会に意見を伺ったというところでございますもあと、
23項目どんなものがあるかというところでございますけれども、同和問題以
外につきましては、女性とか､~高齢者とか､~子どもとか、障害者、外国人の人
権とか、犯罪被害者の人権とか、インターネットの人権とか、あと性的指向と
かいろいろありますけれども、そういうものについては､概ね設問をi問ずつ
設けておりまして、全体として23項目の設問を設けております。

‐ロ■■
~ だからね、我々が要求してきたものやわな｡要請してきたものに対してやな、
やっぱり中身について意見聞くということがなかったらあかんのと違うんか。
間違いないかぐらい聞かなあかん。

（向出地域福祉課長) ~ ~

繰り返しになって申し訳ないですけれども、単発の県民意識調査とかでなく
て、前回との比較とかしようと思いますと、考えておりますのが先ほど回答書
で申し上げましたけれども、同和問題を知ったきっかけとかですね、現在同和
問題に対してどのようなことが起こっているか、特に結婚問題に関して、そう
いう同和問題に関する結婚の意識を調査するということで。

■■－■■■）
当事者の意見は聞かへんの。部落問題に関して､解放同盟に意見間かへんの。

当事者の意見聞いていない。

38



(餌~■■
普通は前回との比較のデータを取りたいって言うても、 どうですかと事前に

見せてくれよとか言う話も難しい話ではないと思います。なんか反対にそうい
うふうにつっぱったような話をされるともなんかあるんかと思って考えてしま
す。広くみんなからの意見を聞いて、作っていくというのはそんなに難しい話
ではないので｡~

(向出地域福祉課長）

決して、つっぱっているわけじゃなくてね6

（■ー ■■■■
いいですか、審議会に諮ったというのは、ホームページでも見ました。 しか

し、 この審議会のメンバーの中に人権の意識調査の専門家とか、専門的見識を
持った人がおられるんですか。あるいは23項目を皆さんで作られたように聞
こえてくるだけれども、人権に関する専門家の意見を聞いたんですか、 1つは。
審議会にそういう見識を持った人がおられるんですか。 この結果を踏まえて、
例えば調査結果からこういうことが分かるんだという分析は誰に頼むんですか。
専門家に頼むんですか。

それから前回調査とおっしゃるけれども、 ここに書いてある20年ですか、
この20年の調査というのはあまりにも杜撰な調査です。だから、 もう一度や
り直しますというのがこの前の昨年の回答です。前回の調査と比較してなんに

なるんですか。杜撰な調査なんですよ。サンプリングの仕方にしても、電話帳
抽出でしよ。そんなものと今回やる調査を比較してなんになるんですか。以上、
聞いている点はいくつかありますけれども答えてください。

（向出地域福祉課長） ~

~県の人権施策推進審議会と言いますのは、いくつかの分野と言いますか、そ
れぞれの分野におきます学識経験者等で構成されている審議会でございます。
今、 もう1つこれにつきまして専門家の分析を行うのかどうかというご指摘が
ございましたけれども、私ども考えておりますのはきちんと調査した上で、改
めて審議会の委員さんとかにですね、評価とか分析した上で､ ~そういう分析で
いいかどうかについては、ご意見を伺っていきたいと思っております。

■■■■■■■
意識調査の専門家がおられるんですかと聞いてるんです｡そんな一般的な意

見を聞いてこれでいいですかとか聞いても、意味がないんじゃないですか。最
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近の自治体が行う意識調査というのは、ほとんど専門家に依頼していますよ。
なぜかというと素人ではなかなかできないからです。

~
あのね、前にも学識経験者やら入れてやるとしてきたはずや。いっこうに全

然反映されていないし。もう1つな、その審議会の中で検討してということや

けれども、その前に君らの意見も入るやろ。人権室の意見も入るんやろ。全く
入らんのか。

（向出地域福祉課長） ~

当然、審議会にかけるにあたっては、国はこういう調査をしている、福井県
はこういう調査をしていると、それと前回と状況が変わっているというところ

もございますので、文言の修正というのは事務局の方で作りまして。

~ ~そんならな、同和問題について、または人権問題について、アンケートの中
身について発案しているんや。誰が作っている。専門家か。

（向出地域福祉課長）

それは先ほど申し上げたけれども、前回の調査と内閣府の調査を見まして、
今回そういうものを作り上げていったというわけです。 ~

－］■■ ~
~前の調査が不十分やから、新しい形でやってくださいと言ってきたはずや。

もう1つは、事前に私らの意見を何らかの形で入れていくということを考えな

あかん。それは内々に君らが僕らに話をして、 これどうやという話をしたらい

いんや。もちろん表向き僕らが審議会の前で、どうのこうのとは言いにくいけ
れども、それまでに君らがこういう内容でどうやという話をもちてこないかん
がな・

だから一体僕らわな。福井県の差別の実態というものを明らかにしないと、

同和行政、人権行政進めないんやから、実態調査というものをやってくれとい

うことや。そう言うてあるのに我々運動団体が取り組んできて､ ~それなりの意

見があるやないか、それをいっこうに見ようとせんと内容を作っていくという

のはおかしいとちやうんか。だいたい23項目って少ないわ。全く少ないで。
そういうことや。

』
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(司会）

よろしいですか。

■■笥題だけれども､ これね､画方と我々と県の方と話し合う日を機会
を作っていかなあかんのではないの。今のままじゃ、全く私ら分からん。その
機会を作ってもらうこと。 これどうですか、約束してな・

L

(向出 地域福祉課長）

月だったと思いますけれども､同盟さんと県と■いうことで
はあります。それで、同盟さんのそういう意見がありましたので、
盟さんとで'回話をした上で､■■と調整をしたいと思っており（

(『－■
早急にやってくれな・いっこうに話がないがな。そんなたらたらやってたら、

いつまでたっても解決するか分からん。

(向出地域福祉課長）

今の餌お話を聞いたうえで､ 調整させていただきます｡

（司会）

もうよろしいですか。それでは長いこと時間も過ぎてますので申し訳ないで
す。それでは、福井県の代表の方、総括というかちょっとご挨拶をお願いいた
します。

（片山嶺南振興局長）

振興局長の片山でございます｡長時間にわたりまして、ご意見を賜りまして、
誠にありがとうございました。また、貴重なご意見を賜り重ねてお礼申し上げ
ます｡~いただきました意見につきましては、私どもとして真拳に受け止めまし
て、県民一人ひとりが同和問題を自分のこととして捉えまして、差別のない社
会が実現するよう、努力をしてまいりたいと思います。少し勉強不足ところも
あるようでございますので、今後とも十分勉強させていただいて、またしっか
り対応していきたいと思いますので、また皆様方の引き続きのご協力をよろし
くお願いいたします。以上、簡単ではございますが、閉会のあいさつとさせて
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いただきます。ありがとうございました。

（司会） ~

どうもありがとうございました。では、 こちらから本部を代表してお願いい
たします。

~長時間か短時間か分かりませんけれども、今日は話をさせていただいて、毎
回同じような感想をもってしまって申し訳ないんですけれども、やっぱり答申

50年というのはですね、我々の側からも言うたんですが、差別というのは決
して観念的なものではなくて、抽象的なものでもなくて、思いすごしでもない

んだと。いわゆる事実、実態の問題なんだというところが1番大きな部分です
よ。それをしっかり踏まえながら、差別ある限り行政の責任でやっていくとの

が、まさにそういう姿勢であります。今日は、我々が申し上げたことが一貫し
ているのは、やっぱりそういう差別の事実というのをしっかり踏まえてほしい

と。その上に立った取組みだったり、啓発だったりということをしっかり進め

てほしい。特に市町の取組みについては、ちょっと言いましたけれどもちょっ

と進んだように思います。しかし、 これはちょっと進んだ程度だと私は思って

ますので、さらにこれを踏まえながら具体的な行動を深く進めていきたいと。

それから本人通知制度の個人情報の問題とかありますけれども、やっぱり1

番問われるのは、福井県自身がどう思うか、ど･ういう姿勢かというのが関わっ

てくると思うんです。我々､ ~部落差別のことを訴えていますけれども、 これは’

部落差別もそうですし、福井県全体の住民の人権やプライバシーを守るそうい

う兼ね合いなんだということをしっかりと認識していただきたいと思います。
最後にもう1点だけ付け加えると、答申の中に部落差別の取組みを進めるに

あたって、当事者との連携､~当事者としっかり話し合いを持ちながら、進めて

いくというべきやという文言が書かれているわけです。確かに専門家とかいろ
んな人がいると思いますけれども、部落差別を受けている我々当事者の方の思

いをしっかりと聞いていただく、そしてそういう立場にたって進めていただく

と、 これは当たり前のことであって、 これからもそういうことをしっかりと踏

まえながら、取り組みを進めていただきたいを想います。今日はどうもご苦労
さんです。 ~

(司会） ．

最後になりましたけれども、 ■■■閉会のあいさつをお願いします。
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唖

■■■■
閉会のあいさつ言うても、 2人語られたんで私何も言うことありませんけれ
ども、今日の会合が今までの中で1番盛り上がったと思います。僕はそれが1
番大きな収穫だったんだろうなと思います。 この盛り上がりがここでしぼんで
しまったら何もなりませんよ。今から、来年、再来年にかけて、 さらに皆さん
の持っている力を十分に発揮していただいて、よりよい福井県の人権問題の解
決につなげていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
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